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（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

計 画 給 水 人 口 491

現 在 給 水 人 口 175法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適

ｍ3/日

これまでの主な経営健全化の取組

施設管理業務の一部及び水質検査・薬品注入設備管理業務等を民間業者に委託しています。

また、検針業務については区域に応じて個人委託しています。

令和元年７月に上水道の料金改定に伴い平均約20％の値上げを行い、料金収入の向上を図り収入の改善に努めました。

令和６年４月より公営企業法に則った会計システムに移行し、適正な資産管理によって施設の更新整備を進めます。

別紙のとおり。（令和６年度決算により分析）

令 和 元 年 7 月 1 日

6.851

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（ 消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 15.8

施 設 数

策 定 日 ：

１6　年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

2

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 450

基本料金(～10m3)
１か月につき

11～20m3 21～40m3 41～100m3

1200円
1300円
1400円
1600円
2200円

101m3以上

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

　　　門川町

　　　門川町簡易水道事業

計 画 期 間 ：

2

～

管 路 延 長

0.14

供 用 開 始 年 月 日 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日

水 源

別添１－２

門川町簡易水道事業経営戦略

事業の現況

水道料金については、上水道と同一料金としています。

料金体系は、口径別で基本料金（基本水量１０㎥を含む）を設定し、従量料金は使用水量が多くなるほど単価が

高くなる逓増方式を採用しています。

料金表については以下のとおりです。別途、消費税が加算されます。

12000円

110円/m3 135円/m3 150円/m3 175円/m3

6000円

　課　　　名　　　　   ：　環境水道課

　

　係名及び職員数　：　課長　１名（兼務）、　課長補佐　１名、　水道管理係　２名、　工務係　２名、　合計　６名

　　　　　　　　　　   ※ 上水道と兼務であり、簡易水道事業では1名分の人件費を支弁しています

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



２．将来の事業環境

（１）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

175 169 167 165 164 163 162 161 161 160 160

給水人口の実績と予測図

（２）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

60.6 59.2 57.8 56.6 55.6 54.6 53.8 52.8 52.3 51.4 50.9

22,119 21,608 21,097 20,716 20,294 19,929 19,637 19,325 19,090 18,761 18,579

給水量の実績と予測図

給水人口の予測

近年、給水区域内に位置する主要な給水施設の閉栓が続いています。
平成31（2019）年3月に老人入居施設が閉所、さらに区域内の小中学校が 令和2（2020）年3月末に閉校となりました。

過去10年間における有収水量の実績をもとに今回推計しました。
節水機器等の普及や節水意識の向上により、一人当たりの使用水量は減少しており、今後も水需要は減少すると予想されます。

給水量の実績と予測は、下図の通りです

水需要の予測

給水区域内人口の実績をもとに、時系列分析にて推計しています。

近年減少は鈍化しており、今後はほぼ同水準で推移するものと予想されます。

給水普及率は100％です。

年度

給水人口（人）

年度

一日当有収水量（m3）

年間有収水量　（m3）

給水人口の実績と予測は、下図の通りです。



（３）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

22,119 21,608 21,097 20,716 20,294 19,929 19,637 19,325 19,090 18,761 18,579

151.37 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40

3,348 3,271 3,194 3,136 3,073 3,017 2,973 2,926 2,890 2,840 2,813

（４）

料金収入の見通し

　課　　　名　　　　   ：　環境水道課
　
　係名及び職員数　：　課長　１名（兼務）、　課長補佐　１名、　水道管理係　２名、　工務係　２名、　合計　６名
　　　　　　　　　　   ※ 上水道と兼務であり、簡易水道事業では1名分の人件費を支弁しています。

　　　組織の改編の計画はありません

組織の見通し

年度

年間有収水量　（m3）

料金収入　（千円）

供給単価（円）

有収水量の予測をもとに、供給単価の予定額を乗じて推計しています。
上水道と同一料金であり、上水道料金の設定に対応します。
供給単価の令和６年度実績では、上水道146.93円に対して簡易水道では151.37円です。

料金収入の実績と予測は、下図の通りです。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　門川町簡易水道事業は、農林業地域の振興と生活環境整備の観点から営農飲雑用水施設として整備された事業であります。

　上井野地区は平成５年４月に、大原地区は平成７年６月に簡易水道事業として創設されました。計画給水人口は合わせて４９１人、計画給

水量は２６６ｍ3/日（一人当たり542ℓ）ですが、令和６年度末の実績では給水人口は１７５人、一日最大給水量は７１ｍ3/日（一人当たり406ℓ）

です。給水人口の増加は望めず、使用水量も減少傾向にあります。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

　使用水量の減少が見込まれるため、施設の新設や拡張は予定していません。

　施設の更新に当たっては、保守点検の強化及び部分補修等により、法定耐用年数によらず、設備ごとに使用

年数を延長します。

　管路以外の取水井を除く構築物については、最も経過年数が多いものでも令和６年度末で34年経過であり、点検強化と防水塗装などの補
修により延命化を図るものとし、計画期間内の更新は予定していません。

　管路については、経過年数も上記と同様でありますが、布設区間の地盤が良好で現段階では漏水等もほとんどない（有収率95％程度）た
め、計画期間内の更新は予定していません。今後も配水量と使用水量の的確な把握を維持していきます。

　機械設備等に関しては、概ね法定耐用年数の1～1.5倍の年数経過を目途に更新予定としますが、機器の更新に当たっては給水量の減少

に見合ったスペックダウンを検討します。

　衛生的な水道水の供給を維持するために、両地区の滅菌設備の更新を令和９、10年度に予定します。

　必要な原水の確保は水道事業の根幹であり、井戸から取水するポンプはこれまでも更新を重ねてきましたが、年数が経過している上井野水

源２号取水ポンプの更新を令和11年度に予定します。

　制御盤などの電気設備は創設以来の年数が経過していますが、内部部品の適時交換等の補修対応とします。運転状況の把握などの監視

設備は比較的経過年数が短く、故障等への対応は必要ですが、計画期間中の更新は予定していません。

　両地区間は離れており、また上水道からの離隔も大きいため、上水道との統合や２地区の施設統合による広域化は、連絡管の延長が長い

ため建設費が大きくなり、現実的でありません。

　一方で、大原地区では取水を１本の井戸で賄っているため、事故やポンプ故障等が生じれば、地区への給水に支障をきたすことになりま

す。施設の監視体制を整備して災害や事故などへの迅速な対応をとるようにしておりますが、抜本的な対策が必要です。水道事業維持の基

本が良質で安定した水源の確保であり、新水源の確保が重要な課題であります。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

　また、簡易水道事業は小規模で給水原価が高いため、費用の全てを水道料金で賄うことは困難でありますが、町民負担の公平を期するた

め、水道料金は上水道事業と 同一料金となっております。 現状としては、収支不足額については、一般会計からの繰入を受けて経営してい

ます。

　ただし、一般会計からの繰入を安易に増額することは、健全な財政の確立のためにも望ましくないことから、令和６年４月から地方公営企業

法適用による資産管理のもと投資水準の適正化に努めて、必要最低限の繰入額とし簡易水道事業の経営健全化を図っていきます。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

・令和６年度から簡易水道事業を公営企業会計に基づいて運営しています。資産管理のもと、減価償却費及び資産減耗費を計上し、補助金

などによって取得した資産に係る収益化を同時に行っています。

・人件費については、職員１名分で計上しています。年率３％の単価上昇を見込みます。

・委託料は、施設監視、機械・電気設備保守管理、配水池清掃、検針等の民間委託の費用であり、年率2％の単価上昇を見込みます。　５年

毎に経営戦略の見直しを行うものとして、その費用を計上します。令和７年度及び12年度。

・修繕費については、施設の長寿命化を図るため、今後の支出の増大は免れなく、年率5％の上昇を見込みます。

・動力費は、取水施設における電気代であり、年間総配水量の予測値に動力費単価を乗じます。年率2％の単価上昇を見込みます。その他

の営業費用については過去の実績を基に年率２％の単価上昇を見込みます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　施設・設備の廃止・統合は予定していません。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　今後の水需要の低下に合わせた最適な施設規模・能力について費用対効果も含めて検討を進め
ていく予定です。

そ の 他 の 取 組
　現時点では、耐用年数を経過した管路はありませんが、今後は県道・町道の道路改良に合わせて
管路更新を実施する等の投資経費を抑えるように検討していく予定です。

　　県の主導で、広域化についての検討会を開催しており、県北支部での検討会に参加しています。
この検討会で、施設の維持管理業務の共同委託や量水器の共同購入などの可能性について検討し
ています。

広 域 化

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　未反映の取組や今後検討している取組はありません。

　日常の維持管理に努め、計画的に設備・更新を実施していきます。

目 標

　人口減少に伴い給水収益も減少の見込みですが、少しでも財源を確保するため、水道料金収納率１００％を目

標に取り組みます。

　ただし、小規模であり、効率的な運営が難しく、独立採算での事業運営は困難であることから、一般会計からの

繰出しにより収支不足額を補填します。

②　収支計画のうち財源についての説明

　水道料金については、上水道事業と同一料金設定となっており、上水道事業にあわせて令和１０年に料金改定を予定します。

　しかし、この改定は上水道事業の経営方針に合わせた改定であり、簡易水道事業の維持管理の費用を賄えるものではありません。今後も

一般会計からの繰出しにより、収支不足額の繰入を補填せざるをえない状況です。



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　進捗管理（モニタリング）を行い、また５年毎に見直し（ローリング）を行うことにより、PDCAサイクを

効率的に実施しながら、本経営戦略の事後検証及び更新を行う予定としています。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

　建設改良に当たっては、国の補助事業活用や交付税措置のある有利な起債を発行するなど、 適
正な財源確保を検討します。

　事業経営については独立採算が困難であるため、一般会計から収支不足の繰入を行っており ま
すが、必要最低限で済むよう経費節減に努めていきます。

　上水道事業と同一料金設定となっているため、上水道事業の料金改定に合わせて、令和10年度の
料金改定を検討しています。

　未反映の取組や今後検討している取組はありません。

そ の 他 の 取 組 　未反映の取組や今後検討している取組はありません。

企 業 債

繰 入 金



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 2,830 2,436 3,348 3,271 3,194 3,136 3,073 3,017 2,973 2,926 2,890 2,840 2,813
(1) 2,830 2,436 3,348 3,271 3,194 3,136 3,073 3,017 2,973 2,926 2,890 2,840 2,813
(2) (B)
(3)

２． 10,505 10,400 15,136 16,106 18,175 18,175 19,175 19,175 19,978 18,692 18,198 18,149 17,317
(1) 8,311 8,856 11,783 12,931 15,000 15,000 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 16,000

8,311 8,856 11,783 12,931 15,000 15,000 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 16,000

(2) 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 2,978 2,692 2,198 2,149 1,317
(3) 2,194 1,544 178

(C) 15,529 14,380 21,837 22,552 21,369 21,311 22,248 22,192 22,951 21,618 21,088 20,989 20,130
１． 8,598 9,701 15,276 17,534 15,770 16,087 16,476 16,891 19,623 17,066 16,825 17,081 16,474
(1) 4,890 5,721 5,807 6,210 6,397 6,589 6,786 6,989 7,199 7,415 7,637 7,866 8,102

2,630 2,789 3,077 3,125 3,219 3,316 3,415 3,517 3,623 3,732 3,844 3,959 4,078

2,260 2,932 2,730 3,085 3,178 3,273 3,371 3,472 3,576 3,683 3,793 3,907 4,024
(2) 3,708 3,980 5,623 7,484 5,533 5,644 5,757 5,872 8,589 6,109 6,231 6,355 6,482

378 299 409 482 492 502 512 522 532 543 554 565 576
229 269 602 238 243 248 253 258 263 268 273 278 284

3,101 3,412 4,612 6,764 4,798 4,894 4,992 5,092 7,794 5,298 5,404 5,512 5,622
(3) 3,846 3,840 3,840 3,854 3,933 4,030 3,835 3,542 2,957 2,860 1,890

２． 1,895 544 231 212 214 217 220 225 232 239 246 253 261
(1) 13 12 8 5 2
(2) 1,895 544 218 200 206 212 218 225 232 239 246 253 261

(D) 10,493 10,245 15,507 17,746 15,984 16,304 16,696 17,116 19,855 17,305 17,071 17,334 16,735
(E) 5,036 4,135 6,330 4,806 5,385 5,007 5,552 5,076 3,096 4,313 4,017 3,655 3,395
(F)
(G) 412 12
(H) △ 412 △ 12

5,036 4,135 5,918 4,794 5,385 5,007 5,552 5,076 3,096 4,313 4,017 3,655 3,395
(I) 2,565 7,004 12,031 15,617 19,770 23,921 27,017 31,330 35,347 39,002 42,397
(J) 6,281 10,720 15,747 19,333 23,486 27,637 30,733 35,046 39,063 42,718 46,113

307
(K) 1,726

1,020

294
( I )

(A)-(B)

(L) 5,918 4,794 5,385 5,007 5,552 5,076 3,096 4,313 4,017 3,655 3,395

(M) 2,830 2,436 3,348 3,271 3,194 3,136 3,073 3,017 2,973 2,926 2,890 2,840 2,813

176.76 146.56 168.60 159.66 180.67 168.25 104.14 147.40 139.00 128.70 120.69

(N)

(O)

(P)

１6年度

1,507.18

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

1,373.3176.61 908.75 1,070.75 1,223.08

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

214.12 376.68 497.99 643.35 792.87累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度８年度 ９年度 １０年度 １１年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 4,100

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 4,100

(B)

(C) 4,100

１． 363 4,282 1,180 1,240 1,958

２． 1,020 1,023 1,027 1,030

３．

４．

５．

(D) 363 4,282 1,020 1,023 2,207 2,270 1,958

(E) 363 182 1,020 1,023 2,207 2,270 1,958

１． 665 665 679 758 855 857 850 759 711 573

２． 355 358 1,421 1,399 925

３．

４． 107 113 178

(F) 1,020 1,023 2,207 2,270 1,958 857 850 759 711 573

363 182

(G)

(H) 4,100 4,100 3,080 2,057 1,030

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

11,783 12,931 15,000 15,000 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 16,000

11,783 12,931 15,000 15,000 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 16,000

資 本 的 収 支 分

８年度 ９年度 １０年度 １１年度

計

１５年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

１２年度 １３年度

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

１４年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

１6年度

１６年度

１５年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

８年度 ９年度 １０年度 １１年度

計

そ の 他

１２年度 １３年度 １４年度



本町の簡易水道料金は、町内の公平性を確保するため上水
道事業と同一料金となっておりますが、給水費用の全てを
水道料金に転嫁することは困難であるため、収支不足分を
一般会計からの負担金で補てんしている状況です。
「経常収支比率」は平均値を超えていますが、収益の大半
を一般会計からの負担金で賄っている状況であり、経営の
健全性が確保出来ているとはいえません。
「累積欠損金比率」については、欠損金が発生していない
ため０％で、健全であるといえます。
「流動比率」については、平均値を大きく上回っており、
支払い能力は高い状況にありますが、収益のほとんどが一
般会計からの負担金であるのが現状です。
「企業債残高対給水収益比率」については、平均値を大き
く下回っていますが、今後は管路更新等によって増加する
見込みです。
「料金回収率」については、平均値より低い数値となって
おり、給水に係る費用のほとんどが一般会計からの負担金
で賄われていることを表しています。水道料金については
上水道事業と同一料金にしていることもあり、今後も料金
回収率の上昇は見込めません。
「給水原価」については、施設の維持管理に係る経費が増
加していることに対し、人口減少等により有収水量が減少
していることで増加傾向にあります。
「施設利用率」は、配水量の減少により平均値を下回って
いるため、施設規模の見直しなど経営の効率性について改
善する必要があります。
「有収率」について、現在は類似団体の平均値より高いで
すが、今後は老朽管の増加に伴い、漏水等も増加すると考
えられるため、漏水調査等を効率よく行い、さらに有収率
を高める必要があると考えられます。
　以上のことから、今後の簡易水道事業としては、施設利
用率に表れているとおり、給水人口減を見込んだ施設規模
の見直しが必要になってくると考えられます。

2. 老朽化の状況について

門川町の簡易水道の老朽化状況としては、耐用年
数を経過した管路はありませんが、今後は資産台
帳に基づき老朽管更新計画を検討する必要がある
と考えられます。

2. 老朽化の状況

全体総括

　経営状況については、収益で費用を十分に賄え
ないため一般会計からの負担金に依存している状
況です。給水人口や給水量が減少傾向であること
から、今後さらに給水収益が減少することが予想
されます。
今後も安定した水の供給のために、令和２年度に
策定した門川町簡易水道事業経営戦略に基づき、
計画的な事業運営と財源の確保を図り安定経営を
目指します。なお、経営戦略については、令和７
年度中に見直しを行います。
また、令和６年４月１日より地方公営企業法を適
用しています。

132.58 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 92.51 1.03 2,640 175 1.32

当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

グラフ凡例
法適用 水道事業 簡易水道事業 C4 非設置 16,989 120.40 141.10 ■

経営比較分析表（令和6年度決算）
宮崎県　門川町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.25

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 119.20

平均値 - - - - 102.26

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 6.56

平均値 - - - - 28.04

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 11.15

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 82.37

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 363.90

平均値 - - - - 101.60

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 122.46

平均値 - - - - 1,398.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 27.15

平均値 - - - - 39.15

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 557.50

平均値 - - - - 392.81

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 14.03

平均値 - - - - 29.19

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 96.01

平均値 - - - - 66.04

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】


